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見地物件優先とし́ます。
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1南 弓 株式会社 もつこくや
宅建 免許番 号 鳥取県知事 (3)第 1263号

● 所属 FI体名 鳥取県宅地建物取引業協会

ll務 耐FI'F作 |‖ 鳥取県鳥取市j人覚 +15■ 番Jtl 1 9 ● 支 F`7 i_部 支部 1支 lF番 号  001
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ド|れ‖午出
ll‖ #ヽ /1・ ‖ギ| AM9時 ～PM6時 取り態様 媒介170約 形熊 報
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形熊

±曜 日 Mヽ9時 ～PM6時
媒  介 一般媒介 分かれ

′if木 ||‖ F・ ll祭 1 物件登録 日

動 産 7充

社内幣理番

鳥取市景観形成条例・鳥取市屋外広告物条例

*「セキュレア卵垣街づくリガイドライン」(当 有効期間12022年 3月 31日 )

建物の外壁、これに代わる柱の面は、一部の例外を除き道路境界線・lF4地 境界線から10m以 上後退し

下さい。建物の最高の高さは10mまでとし 回数は、二階建までとします。

建物の用途は主とt´ て専用住宅てし、床面積の半分に限り、事務所等を許可します。

1号地  19978話   ¥¬ 4,356,160-   071,860円 /F)

2号lt   136 37ボ ¥7.800,000-    (057,198円 /パ )

¥9,343,440-    (068.966円 /r)

¥9 391 320-     (068958円 /r)

号地   135 48ぽ

4号地  13619r

発許可(H31329)鳥取市指令受都指第180048号 -1  開発面積 2,99557請

了告示(令和元年7月 8日 )鳥取市告示第38号  総区画数/14区画

売主販売区画数/4区画  区画面積/12979耐～25668r

売主 :スタジオ昴株式会社  鳥取県知事(I)第 1359号  鳥取市南吉方一丁目1121

鳥取県宅地建物取引業協会会員・中国地区公正取引協議会会員


